
 

●党議員団代

表質問に立っ

た中根議員は 

『国保料減免

は、２月から減免申請の月までで最も収入

の低い 1か月の収入を基準として、前年の

月額平均収入と比べ 3割以上減少していれ

ば対象となる。 

そして、わが党の倉林参院議員の「減少見

込みで減免し、結果として 3割以上減らな

かった場合でも、減免取り消しはせず、返

金は求めないか」との質問（6月 16日参院

厚労委）に対し厚生労働省保険局長は「そ

の場合も国の財政支援の対象になる」と明

確に答弁をした。そして前年の所得が 300

万円以下なら全額免除となる。これらを徹

底して県民に知らせよ』と求めました。 

●県の健康政策部長は、「見込み違いとなっ

ても返金を求めないとした厚生労働省保険

局長答弁などについて、市町村に情報提供

をしっかり行うとともに、対象となる方が

漏れる事なく、できる限り速やかに保険料

減免に係る申請受付や決定を行う事がで 

きるよう、市町村からの問い合わせに丁寧

に対応する事等を通じて市町村を支援して

まいります」と答弁。該当する方は申請を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●フリーランスを含む個

人事業者で、5～12月のど

こか 1カ月の売上が前年

同月比 50%以上減少、もし

くは連続する 3カ月の売

上の合計が前年同期比で

30%以上減少する場合、6

カ月分の賃料の補助とな

ります。詳細は控室まで。 
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